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第４回定例会議事日程（第４号） 

 

第 １ 議案第６６号 一般廃棄物管理型最終処分場建設工事請負契約の締結について 

第 ２ 議案第６２号 専決処分の承認を求めることについて 

第 ３ 議案第６３号 いちき串木野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制 

           定について 

第 ４ 議案第６４号 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同 

           組合の共同処理する事務の変更並びに同組合規約の変更について 

第 ５ 議案第６５号 いちき串木野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ６ 議案第６７号 一般廃棄物管理型最終処分場浸出水処理施設建設工事請負契約の締結に 

           ついて 

第 ７ 議案第６８号 いちき串木野市営駐車場条例及びいちき串木野市駅前広場条例の一部を 

           改正する条例の制定について 

第 ８ 議案第６９号 指定管理者の指定について 

第 ９ 予算議案第５号 平成２６年度いちき串木野市一般会計補正予算（第５号） 

第１０ 公下水特予算議案第２号 平成２６年度いちき串木野市公共下水道事業特別会計補正予 

                算（第１号） 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第４号（１２月１２日）（金曜） 

 

 出席議員  １７名 

     １番  松 崎 幹 夫 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ２番  田 中 和 矢 君      １１番  西別府   治 君 

     ３番  福 田 道 代 君      １２番  中 里 純 人 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １３番  竹之内   勉 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １４番  寺 師 和 男 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ７番  中 村 敏 彦 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １８番  下迫田 良 信 君 

     ９番  東   育 代 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員  １名 

     １６番 宇 都 耕 平 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  木 下 琢 治 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  岡 田 錦 也 君   主       査  岩 下 敬 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   市 来 支 所 長  逆瀬川   正 君 

副 市 長  石 田 信 一 君   消 防 長  深 山 龍 朗 君 

教 育 長  有 村   孝 君   生 活 環 境 課 長  住 廣 和 信 君 

総 務 課 長  中 屋 謙 治 君   社 会 教 育 課 長  紙 屋 直 道 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   市 民 課 長  萩 原 清 美 君 

財 政 課 長  満 薗 健士郎 君   水 産 商 工 課 長  平 川 秀 孝 君 

教 委 総 務 課 長  臼 井 喜 宣 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成26年12月12日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１ 議案第66号 

○議長（下迫田良信君） まず日程第１、議案第66

号一般廃棄物管理型最終処分場建設工事請負契約の

締結についてを議題といたします。 

 本案については、地方自治法第117条の規定によ

り、西別府治議員の退席を求めます。 

   ［11番西別府 治君退席］ 

○議長（下迫田良信君） では、議案第66号一般廃

棄物管理型最終処分場建設工事請負契約の締結につ

いて、質疑はありませんか。 

○６番（大六野一美君） この件は８億を超える工

事ですけれども、植村あるいは西別府、国料、３組

織で施工するようになっておりますけれども、これ

は何組入札の加盟者があったのかということと、２

位の落札といいますか、入札額との差をまずお示し

をいただきたいというふうに思います。 

○財政課長（満薗健士郎君） 議会の議案集の資料

としてお示ししてございます資料がございますけれ

ども、これの７ページになります。７ページをお開

きいただきたいと思います。 

 ７ページに今回の最終処分場の土木工事に関する

分についての契約の関係の資料を添付してございま

す。その中で、ちょうど真ん中ほどに表がございま

して、執行調書というのがございますが、ここに書

いてございますように、今回は入札に参加された共

同企業体は五つでございます。そして、それぞれの

入札につきましての価格、これは税抜きでございま

すが、それがそれぞれその表の右側のほうに書いて

ございまして、予定価格に対する価格の比較という

のがこのようになっているという状況でございます。

以上です。 

○６番（大六野一美君） 当然、数字が示されてお

るということは承知をしております。ただ、８億を

超える金額で１位と２位が２万円差というのが、ど

ういう計算をすれば出てくるんだろうという市民の

声が非常に多いんですね。恐らく8,000万でも２万

円という数字は出てこんだろうという声を聞く中で、

８億を超える金額の工事が２万円という、顕微鏡で

見たような数字しか差がないというところに非常に

何か疑問を持たざるを得ないし、もどかしい思いを

しているんですが、この計算式というのは、これは

あくまでもこの入札の場合、事後公表でしたよね。

やっぱりこういう８億、10億の世界でも２万円の差

というのは当然計算上あり得るんですか。 

 普通の民間の感覚からすると非常に考えにくいで

すね。何か根拠はあるんだろうけど、そういう声が

あることが非常に。私個人も疑念に思うんですが、

結果として２万円しか差がなかったというこの事実

をどういうふうに受けとめておられますか。 

○副市長（石田信一君） お尋ねの件でございます

けれども、落札者と第２位との差が非常に僅差であ

ったということについてどういうふうに思うかとい

うことでございますが、これにつきましては、落札

率を見ていただきますと、88.77％という状況でご

ざいまして、非常に業者間の競争が行われたという

のがわかるかと思います。その中で、この設計につ

いて僅差であるというのは、私どもが提示しました

設計に対する業者の方々の落札に対する制度といい

ますか、それが十分に行われたという形で僅差にな

っているということで、結果としての数字で、２万

円あるいは20万というのも出てきますし、それにつ

いては、私どもとしてこれはどうだったということ

は申し上げる状況じゃないと思っているところでご

ざいます。結果としての数字というふうに捉えてお

ります。 

○６番（大六野一美君） わかるんですよ。結果と

して２万円の差があったと。このことが、この結果

を知る人たちが大きな疑念を持っているということ

を今言っているんですね。だから、やっぱりこの組

み合わせの問題もあるんでしょうが、どうして２万

円しか違わんのか、８億以上のものが。落札率は事

後公表で88.何％というような数字をもらっていま

すから理解をしておりますが、まず、先日同僚議員
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の一般質問にあったように非常に、95％ゾーンとか

いろいろありますように、なぜという疑問を抱かざ

るを得ない部分が結構あるということなんですよ。

だから、そういう意味で、このことを話をしますと、

それはという市民の声があるのも、これは事実なん

ですね。 

 だから、そういう疑問が起きないような、疑惑が

起きないような、やっぱりもうちょっと透明性のあ

る入札をしていかないかんだろうと私は思いますが

ね。やっぱり同僚議員、退席をしておりますけれど、

退席をせんでいいような入札のあり方というのも、

これから一考しなきゃいかん問題であろうというふ

うに私は思いますが、どういうふうな回答がありま

すでしょうか。 

○副市長（石田信一君） 入札制度の透明性、公平

性、これについては、私どももそれについて従来か

ら一般質問の答弁で市長が申し上げておりますけれ

ども、そういった中でそういう確立をするために事

後公表、あるいは事前公表、あるいはその併用、そ

ういったものを進めておりまして、その中で本年度

も業者選定におきましては、業者の認定について制

度設計を行った中で事後公表という、あるいは一般

競争入札におきましては事前という形の中の制度の

併用を行っているわけでございまして、そういった

意味では努力をしていることは御理解いただきたい

と思います。 

 ただ、議員さんの出席については、地方自治法上

の話でございますので、そういったものについては

本案件とは別件だというふうに理解しております。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） ほかに質疑なしと認め、

これで質疑を終結します。 

 なお、ただいま議題となっている議案第66号の付

託については、一時保留をいたしますので御了承願

います。 

   ［11番西別府 治君入場着席］ 

────────────── 

   △日程第２～日程第10 

         議案第62号～公下水特予算議案

第２号一括上程 

○議長（下迫田良信君） 次に、日程第２、議案第

62号から日程第10、公下水特予算議案第２号までを

一括して議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 まず、議案第62号専決処分の承認を求めることに

ついて、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第63号いちき串木野市消防団員等公務

災害補償条例の一部を改正する条例の制定について、

質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第64号鹿児島県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び同組合の共同

処理する事務の変更並びに同組合規約の変更につい

て、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第65号いちき串木野市国民健康保険条

例の一部を改正する条例の制定について、質疑はあ

りませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第67号一般廃棄物管理型最終処分場浸

出水処理施設建設工事請負契約の締結について、質

疑はありませんか。 

○３番（福田道代君） この契約の件についてなん

ですけれども、一般廃棄物の最終処分ということで、

今日の資料にもいただきましたが、この中で特に焼

却灰と不燃残渣ということでは私も質問をいたしま

したけれども、特に入札者数ですね、２者というこ

とが。九電工というのは私もちょっと調べたら、こ

ういう仕事を請け負っているということと同時に、

２者ほどそういう仕事の内容をやってきたというの

もお聞きをいたしましたけれども、やはりこのいち

き串木野の市民にとっては、18億2,358万円という

金額は大きい金額なんですね。 

 その中で、このごみを入れる年数として大体15年



 
- 103 - 

ということで、それはもう少しさまざまな形で処分

を少なくしていったら入れられる年数を伸ばされる

ということもあるかと思いますけれども、この状況

がやはり市民に知らされてないということもありま

すし、それと同時に、この２者だけしか入札件数は

なかったということで市当局の報告にはあるんです

けれども、この金額が本当に妥当なのかどうか、ち

ょっとお尋ねをいたします。 

○財政課長（満薗健士郎君） お答えいたします。

今回の調書、入札につきましては、先ほどの資料の

８ページに書いてございますけれども、議員お説の

ように２者の応札でございました。 

 私どもはこの浸出水の処理工事というのは、大変

特殊な工事であるために、施工ができる業者で、あ

る程度の高い品質を確保したいといったようなこと

で、いろいろ書いてございますような応募要件を満

たす企業をということで公募をかけたわけでござい

ます。最終的に私どもの中では８社程度が該当する

のではなかろうかということで考えておりましたけ

れども、直接入札に至った業者というのは２者でご

ざいました。そういった状況でございました。(｢額

はどうか」と言う声あり） 

 この額の算定につきましては、設計図書というの

をコンピューターというか電子入札という形で行い

ますので、これにつきまして業務の中で得られる成

果品、性能が得られるものについて積算を昨年まで

かけてずっとやってきております。それに基づいた

見積書あるいは設計書をつくって、それをお示しし

てございますので、それに基づく金額ということで、

妥当なものだというふうに考えておるところでござ

います。 

○３番（福田道代君） 今までいろんな地方で最終

処分場、このような施設をつくっていっていると思

うんですけれども、その中でもこの金額ということ

は大体妥当だというような結論なんですかね。この

ような、全国的にも。この施設というのが、私は、

環境局からは一番最新の施設だということで調査も

した、そして、いろんなところも見てきて結論的に

は５年かかってこういうような施設をつくるという

ことに方向性を見出したということで伺ってはいる

んですけれども、ほかにこのような施設があったと

したら、それとやはり変わらないような現状なんで

しょうか。 

○生活環境課長（住廣和信君） ただいまの御質問

で、妥当な金額かと言いますと、私どものほうでも

今回採用する処理方式が若干これまでの従来型と変

わっておりますので、その辺を踏まえながらコンサ

ルのほうに基本設計、実施設計を依頼しまして、そ

れから算出し、それから業者のほうにも仮見積もり

等をとって金額を出しておりますので、これについ

ては妥当だというふうに考えております。以上です。 

○３番（福田道代君） 妥当だということで、結局

は施設をいちき串木野市が設計というか、それを施

工していくということに当たったとは思うんですけ

れども、もう一つ、この九電工というのはいろんな

仕事をしておりますよね。太陽光の問題だとか九州

電力の多分下請、そういう関連会社だということも

あるので、そこらあたりでやはりそういう問題とし

て、今後、最終処分場と同時に、最終処分場の電気

というのか、そこの施設としては太陽光とかそうい

う再生可能エネルギーを適用するということで考え

ていらっしゃいますでしょうか。 

○生活環境課長（住廣和信君） 再生可能エネルギ

ーのお話ですが、一部太陽光を利用しまして照明等

を使うというのは考えておりますが、施設そのもの

の電源としては考えておりません。以上です。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） ほかに質疑なしと認めま

す。 

 次に、議案第68号いちき串木野市営駐車場条例及

びいちき串木野市駅前広場条例の一部を改正する条

例の制定について、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第69号指定管理者の指定について、質

疑はありませんか。 

○３番（福田道代君） この指定管理者の指定の問

題なんですけれども、今回出されております中で、

特にこの請け負っているところが、図書館というの
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が主なそういう請負の仕事をやっているわけなんで

すけれども。そういうことで、図書館流通センター

というところが請け負っているわけですけれども、

その中で主に仕事の内容といたしましては、図書館

の管理、運営ということになっているんですね。 

 全国的にもそのような運営をしていて、鹿児島県

の中でも12学校が流通センターを運営、指定管理と

して使っているんですけれども、いちき串木野以外

は図書館の管理を任せているような状況で、いちき

串木野の中ではそれ以外の、例えば公民館とかそう

いう内容も含まれておりますし、これはもっと、地

域の文化センターとかアクアホールとか、そういう

ような図書館以外の隣接するところでも確かにある

かもわかりませんけれども、それ全般の指定管理と

いうことで、これはもう少し私たちは考えていく必

要があるんじゃないかなと思っております。 

 と申しますのもやはり、せんだってちょっとお話

がありましたけれども、地域の図書司書もいらっし

ゃるんじゃないか、そして地域の人たちをもっと雇

用していってもこういう管理はできるんじゃないか

というようなお話もございました。そういう中で、

確かに図書司書という仕事、図書館の役割というの

は、文化の面でもいちき串木野市にとっては重要な

内容であると思うんですけれども、そのあたりの件

についてちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○社会教育課長（紙屋直道君） 今のお尋ねの指定

管理のことにつきましては、今おっしゃったように

図書館の運営、そういったものが含まれているとこ

ろであります。また、ほかの文化センター、それか

ら中央公民館等につきましては、貸し館業務が主と

いうことになっております。 

 今回、６施設を一緒に指定管理にいたしておるわ

けですけれども、中の電気設備の関係、それから、

やはり一括管理したほうが経費的に安く済むという

ようなこと等で、これは当初から一括管理というこ

とで指定管理のほうをいたしているところでありま

す。 

 それから、司書のことでありますけれども、司書

につきましては、現在５名の司書がおりますが、以

前の直営のときには２名の司書がいたということで、

この指定管理になってからは司書の数が増員されて

いるという状況にあります。 

 そういったことで、市民サービスの上でも指定管

理にしてからが向上しているんではないかなという

ふうに考えているところであります。以上です。 

○３番（福田道代君） 図書司書がたくさんいると

いうことは、さまざまな整理とか市民に対しての対

応なども必要だと思うんですけれども、それと同時

に、やはり地域の中では、株式会社図書館流通セン

ターというところで働いている、いちき串木野の中

の図書館で働いてる方たちは、どこの地域に住んで

らっしゃるのか、どういう人たちなのかというのも

お尋ねをいたします。 

○社会教育課長（紙屋直道君） この指定管理者の

ほうの司書の有資格者についてですが、この司書の

有資格者については、採用の際には一応ハローワー

ク等を通じて採用しているという状況でありますけ

れども、そういった中で、市外の方が３名含まれて

おります。薩摩川内市が１名、それから日置市が１

名、鹿児島市が１名ということでございます。 

○３番（福田道代君） 図書館流通センターという

のは東京に本社があって、全国的な会社なんですけ

れども、ハローワークで雇用を募集して、そして、

いちき串木野の方たちは多分５人のうち２人が働い

ていらっしゃる状況だと思うんですけれども、やは

りそういうことも含めてもう少し、この指定管理に

変わった段階で。指定管理がさまざまな民間を使っ

てできるようになったという状況は全国的になって

いるんですけれども、そういう中で、やはりいちき

串木野の方たちの雇用をもっと増やすとか、そうい

う観点がもう一度ここの中で考え直していくという

ことも。 

 確かに賃金の問題とか指定管理のほうが安いとか、

さまざまな要素もあるかもわかりませんけれども、

だけど、いちき串木野の市民にとってどうなのかと

いうことが、やはりもう一回この問題では問われて

くるんじゃないかなと思うんですね。 

 そして、図書司書の問題はいろんな条件とか、例

えば資格とかもありますけれども、全般を指定管理

にやってもらうような内容というのは、もう少し今
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また検討すべきだと思います。 

 そして、この企業を見てちょっと調べましたとこ

ろ、やはり長続きがしない。賃金がずっと下げられ

ているとか、働いてきた方々のいろんな問題点もこ

の会社は浮き彫りになっておりますので、そのあた

りについてはいかがでしょうか。 

○社会教育課長（紙屋直道君） 指定管理のほうに

は、私どものほうといたしましてはできるだけ市内

の方を雇用するようにということでお願いしてると

ころであります。また、採用の時期等によりまして

は、なかなか募集してるんだけれども市内の方から

の募集がないということも事実としてあるようであ

ります。 

 また、雇用の給与的なところだと思いますけれど

も、そこについても私どもとしては適正な賃金の支

払いということでしていただくということで要望し

ているところであります。以上です。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） ほかに質疑なしと認めま

す。 

 次に、予算議案第５号平成26年度いちき串木野市

一般会計補正予算（第５号）について、質疑はあり

ませんか。 

○９番（東 育代君） １つだけお聞きいたします。 

 予算書の15ページですが、総務費の中の戸籍住民

基本台帳費のところで、パスポートの発行が可能に

なったということなんですが、そのことについてち

ょっとお聞きしたいんです。 

 申請の手続は窓口でということですが、その場で

の受け取りができるのかできないのか。また、でき

ないとすれば、期間はどのくらいかかるのか。また、

できたときにはパスポートについては送付していた

だけるのか、また本人が受け取りに行くのかという

こと。３点お聞きします。 

○市民課長（萩原清美君） パスポートの権限移譲

ですが、今までパスポートの申請受付及び交付につ

きましては、鹿児島市にありますかごしま県民交流

センターか、薩摩川内市にあります北薩地域振興局

で行っておりましたが、権限移譲により来年４月か

ら、いちき串木野市役所市民課の窓口で申請から交

付までできるようになります。 

 申請方法ですが、今までは市役所で戸籍抄本をと

りまして、県民交流センターまたは地域振興局で申

請をしまして、受領の際には収入印紙、県の収入証

紙を購入して受領しておりましたが、移譲後は市民

課の窓口で戸籍抄本をとって、そのまま申請できる

ために利便性が図られると考えております。 

 また現在、県の証紙は、市内で言いますと警察署

と自動車教習所のみの販売でございましたが、移譲

後は市役所地下の売店で収入印紙及び県の証紙とも

に扱う予定で、市役所１カ所で申請から交付まで完

結できるように利便性を図ることとしております。

(｢交付は自分で取りに行くのか」と言う声あり） 

 申請から受領までの日数ですが、かごしま県民交

流センターの場合には６日、地域振興局の場合では

８日間でしたが、進達業務になりますので10日から

12日になる予定でございます。 

 受領の際は、本人が直接受領することになってお

りますので、郵送の受領はできないこととなってお

ります。以上です。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

○12番（中里純人君） 17ページの水産業費、種子

島周辺漁業対策事業補助金について伺いますが、地

域産物展示販売施設、いわゆる串木野市漁協のまぐ

ろレストランということでございますが、この施設

の名称はどのようになっているのかということと、

食堂、展示販売物の施設ということですが、特産物

の販売スペースはどのようになっているのか伺いま

す。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 串木野市漁協の、

現在のところ、まだ仮称まぐろレストランでござい

ますが、名称につきましては漁協のほうで募集をさ

れている状況でございます。 

 それと面積につきましては、当初建築面積が379

ｍ2でございましたが、見直し後に343ｍ2になって

おります。以上です。(｢物産品の展示販売のスペー

スは」と言う声あり） 

 展示販売のスペースにつきましては、資料を持ち

合わせておりませんので、委員会で答弁させていた
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だきたいと思います。 

○12番（中里純人君） 当初予算からしますと、県

の負担が75％であったわけですが、今回69％にダウ

ンしているということでございますが、それの理由

とこの69％の負担割合。それから、当初では市の負

担が18.75％でしたが、今回23.25％と4.5％アップ

しております。一方、串木野市漁協におきましては、

当初6.25％だったのが7.75％と1.5％アップしてい

るわけでございますが、県負担が６％ダウンしたわ

けでございますので、それぞれ私は３％ずつ応分に

負担はアップするんではないかと思っておりますが、

この市の負担が漁協より３倍増えた理由。以上、伺

います。 

○水産商工課長（平川秀孝君） この負担につきま

しては、事業費が増えた関係で県のほうにも国の負

担の増についてお願いしたいところでありますが、

国、県の補助については当初の補助以外に上乗せが

ないということで、残りの地元負担の分につきまし

て、要綱に基づき、市が４分の３、漁協が４分の１

という計算によりまして今の額になっております。 

○12番（中里純人君） 先ほどの69％の負担の内訳

をまた伺います。それと要綱に従ってということで

ございますが、20％を超えるような市からの持ち出

しということが、１年前の今日、民間のマグロレス

トラン、物産館がオープンしたわけでございますが、

それを初めとして市内の食堂、寿司屋さん、それか

ら飲食店、指定管理者のさのさ、吹上浜荘、こうい

う競合するところへの理解は十分なのか。当初で伺

いましたら、交流人口増でよそからのお客さんが多

いということでしたけれど、この１年たったまぐろ

の館の状況を見ましても、市内の市民の皆さんが非

常に多く利用していらっしゃって、飲食店等苦慮さ

れているような状況がございますので、そこら辺の

理解はどのようか伺います。 

○水産商工課長（平川秀孝君） 他のところへの理

解というところにつきましては、このレストランが

できることによりまして集客が深まり、ほかのお店

のほうにもお客さんが増えるのではないかと考えて

おります。 

 先ほどの漁協の負担が増えた分につきましては、

消費税につきまして漁協が補助対象外ということで、

漁協が負担をすることから、漁協の負担が増えてい

るところでございます。(｢県の負担が75から69に下

がった内訳は」と言う声あり） 

 県の負担が落ちた部分につきましては、全体とし

て県の補助金の増が見込めなかったことから、負担

が落ちているところでございます。 

○議長（下迫田良信君） 中里議員、もう１回ちょ

っと。答弁のないところをちょっと。 

○12番（中里純人君） ＪＡＸＡと県の負担割合は

どうなったのかということです。 

○水産商工課長（平川秀孝君） ＪＡＸＡと県の負

担割合につきましては、ＪＡＸＡが要綱上は10分の

７以内ということで、県は10分の１以内ということ

で、その範囲内で補助を受けているところでござい

ます。 

○議長（下迫田良信君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） ほかに質疑なしと認めま

す。 

 次に、公下水特予算議案第２号平成26年度いちき

串木野市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（下迫田良信君） 質疑なしと認めます。 

 先ほど議案の付託先について保留いたしておりま

したが、ただいま議題となっている議案とあわせま

して、お手元に配付しました議案の委員会付託区分

表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託し

ます。 

 以上で、本日の日程は終了しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日はこれで散会をいた

します。 

         散会 午前10時38分 


